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は
じ
め
に

米
国
は
、
移
民
の
国
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
世
界
で
有
数
の
難
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
国
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
以

前
に
お
い
て
、
米
国
に
は
、
難
民
の
保
護
に
関
す
る
一
般
的
な
政
策
や
法
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
法
的
に
は
、
難
民
を
移
民
か
ら
区

別
し
て
扱
う
こ
と
自
体
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
も
、
難
民
を
受
け
入
れ
て
は
き
た
も
の
の
、
難
民
受
け

入
れ
の
一
般
原
則
を
定
め
た
法
が
戦
後
直
ち
に
制
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
時
折
の
状
況
の
中
で
政
策
判
断
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に

応
じ
た
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
法
に
従
っ
て
問
題
処
理
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
法
が
制
定
さ
れ
、
種
々
の
経
緯
を
経
て
、
一
九

八
〇
年
の
「
難
民
法
」（
Refugee
A
ct）
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
米
国
に
お
い
て
難
民
に
関
す
る
一
般
的
・
包
括
的
な
法
律
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
国
際
環
境
の
中
で
米
国
が
置
か
れ
た
位
置
に
よ
っ
て
、
或
い
は
、
国
内
情
勢
に
よ
っ
て
、
外
国
か
ら
の
移
住
者
を
ど
の
よ
う

に
受
け
入
れ
る
か
が
基
本
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
難
民
の
受
け
入
れ
も
そ
の
中
で
判
断
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
外
国
か
ら
の
移
住
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者
の
受
け
入
れ
が
移
民
法
で
規
律
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
難
民
を
規
律
す
る
法
は
そ
の
特
別
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
状
況
や
事
情
に
応
じ

て
特
別
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
一
九
八
〇
年
難
民
法
が
難
民
全
体
を
規
律
す
る
法
と
し
て
制
定
さ
れ
、
現
行
法
と
し

て
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
相
当
の
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

米
国
は
移
民
国
家
で
あ
り
、
米
国
人
は
そ
の
殆
ど
が
他
国
か
ら
の
移
民
か
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
。
一
七
世
紀
初
頭
に
は
、
大
西
洋
沿
岸

に
点
在
し
て
い
た
わ
ず
か
数
千
の
人
々
が
存
在
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
三
億
二
千
七
百
万
人
あ
ま
り
の
人
口
を
要
す

る
国
家
に
発
展
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
家
は
他
に
は
見
ら
れ
ず
、
外
国
人
の
入
国
に
関
し
て
も
、
諸
外
国
と
異
な
る
顕
著
な
特

徴
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
を
反
映
し
て
、
米
国
の
外
国
人
法
制
も
、
主
と
し
て
移
民
法
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
移
民

を
奨
励
し
、
移
民
を
規
制
し
、
或
い
は
対
象
を
限
定
す
る
な
ど
、
米
国
の
移
民
政
策
の
一
環
と
し
て
外
国
人
法
制
が
歴
史
的
に
発
展
し
て

き
た(1
)。

一
般
に
、
外
国
か
ら
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
国
の
対
外
政
策
・
外
交
政
策
と
関
連
付
け
ら
れ
る
。
米
国

も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
影
響
を
与
え
る
の
は
、
対
外
政
策
だ
け
で
は
な
く
、
国
内
情
勢
、
特
に
、
政
治
情
勢
や
経
済
情
勢
に
影
響

を
受
け
、
更
に
、
民
族
・
人
種
な
ど
の
社
会
構
成
員
の
情
勢
に
よ
る
要
因
も
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
国
内
情
勢
は
常
に
外
交
政
策
の
背

後
に
あ
る
。
特
に
、
米
国
は
国
内
政
治
が
そ
の
ま
ま
国
際
政
治
に
反
映
さ
れ
る
国
家
と
言
わ
れ
る
。
世
界
で
初
め
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
外
交

を
展
開
す
る
多
民
族
・
多
人
種
の
多
様
性
の
国
家
は
、
国
際
舞
台
に
お
け
る
主
張
と
国
内
政
治
の
状
況
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
も
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
政
権
が
交
替
す
れ
ば
、
前
の
政
権
の
主
張
と
一
八
〇
度
異
な
る
外
交
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
一
国

家
の
外
交
政
策
が
対
外
的
に
変
化
し
な
い
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
き
た
旧
来
の
国
家
の
有
り
様
は
米
国
で
は
通
用
し
な
い
と
も
い
え
よ
う
。

米
国
は
、
移
民
の
国
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
建
国
以
来
、
海
外
か
ら
多
く
の
移
民
（
移
住
者
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
き
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た
。
入
植
・
植
民
地
時
代
の
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
か
ら
、
一
九

世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
大
量
の
移
民
が
渡
米
し
た
。
ほ
ぼ
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
、
移
民
の
受
け
入
れ
に
よ
っ
て
外
国
か
ら
の

受
け
入
れ
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
移
民
が
無
制
限
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
八
七
五
年
に
最
初
の
移
民
法
を
制
定

し
、
以
後
、
こ
の
法
律
の
改
正
を
重
ね
な
が
ら
、
一
定
の
制
限
を
行
っ
て
き
た
。
制
限
す
る
場
合
の
対
象
は
、
今
日
の
難
民
の
概
念
と
は

必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
米
国
が
難
民
と
本
格
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
い
て
は
、
法
制
度
上
は
、
移
民
と
難
民
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
尤

も
、
法
体
制
と
し
て
区
別
し
な
く
と
も
、
自
由
と
民
主
主
義
を
旗
印
と
し
て
独
立
し
た
国
が
、
宗
教
、
人
種
、
政
治
的
意
見
な
ど
の
制
約

か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
人
々
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
人
数
上
の
制
約
を
考
え
る
必
要

の
な
い
状
況
に
あ
っ
て
は
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
手
続
き
上
の
制
約
を
設
け
る
必
然
性
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

時
代
の
進
展
の
中
で
次
第
に
様
々
な
制
約
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

移
民
に
関
し
て
、
米
国
の
歴
史
の
中
で
大
き
な
転
換
点
と
な
る
の
は
、
一
九
二
四
年
移
民
法
で
あ
っ
た
。
あ
る
程
度
の
制
約
は
あ
る
に

し
て
も
、
外
国
か
ら
の
受
け
入
れ
に
は
原
則
と
し
て
開
放
的
で
あ
っ
た
移
民
政
策
が
、
こ
の
法
律
を
境
に
し
て
、
そ
の
原
則
を
大
き
く
転

換
し
、
従
来
の
考
え
方
を
一
八
〇
度
転
換
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
制
限
的
に
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
を
原
則
に
し
た
と
言
え
よ
う
。

米
国
は
、
一
九
五
一
年
の
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
』（
以
下
、
難
民
条
約
）
と
の
関
係
で
は
、
同
条
約
に
加
入
せ
ず
、
一
九
六

六
年
の
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
」
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
民
条
約
体
制
の
加
盟
国
と
な
っ
た
。
米
国
と
難
民
条
約
と
の

関
係
に
つ
い
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
難
民
条
約
の
難
民
の
定
義
規
定
の
原
型
が
、
米
国
が
国
際
的
場
面
で
最
初
に
提
示
し
た
難
民
の
定
義

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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な
お
、
こ
こ
で
用
い
る
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
移
民
と
難
民
の
法
的
な
意
味
で
の
区
別
に
つ

い
て
、
一
応
の
理
解
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
米
国
の
法
制
自
体
が
当
初
か
ら
こ
れ
ら
の
概
念
を
明
確
に
し
て
扱
っ
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
。
法
制
度
が
整
う
に
従
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
本
稿
の
記
述
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
国
際
法
上
、
両
者
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
記
述
を
し
て
い
る
か
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
両
者
の
定
義
が
国
際
法

上
一
義
的
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
移
民
（
im
m
igrant,em
igrant）
は
、「
自
己
の
国
籍
国
ま
た
は
出
生
国
以
外
の
国
へ
長
期
的
滞
在

の
た
め
に
移
り
住
む
人
の
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
る
が
、
移
民
の
受
け
入
れ
は
各
国
の
出
入
国
管
理
政
策
の
下
、
そ
の
国
の
権
限
に
属
す
る

事
項
と
さ
れ
る(2

)。
移
民
が
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
送
り
出
す
国
家
が
正
規
に
出
国
の
手
続
き
を
取
り
、
受
け
入
れ
る
国
家
が
正
規
に
入

国
の
手
続
を
取
る
の
が
通
常
の
方
法
で
あ
る
。
移
民
が
国
際
法
上
の
問
題
と
な
る
の
は
、
国
際
条
約
で
扱
い
方
が
定
め
ら
れ
た
り
国
際
組

織
で
扱
わ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
国
内
問
題
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
出
入
国
に
関
し
て
は
、
通
常
の
外
国
人
の
出
入
国
手

続
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
難
民
（
refugee）
は
、
国
際
法
上
必
ず
し
も
一
義
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

国
際
慣
習
法
上
、
難
民
の
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
際
社
会
一
般
に
通
用
す
る
定
義
は
、
確
立
さ
れ
て
い
な
い(3
)。
国
家
が
庇
護
権

行
使
の
一
態
様
と
し
て
、
誰
を
難
民
と
す
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
者
に
対
し
て
庇
護
を
与
え
る
か
否
か
、
或
い
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の

庇
護
を
与
え
る
か
は
、
領
域
国
の
自
由
裁
量
の
範
囲
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
国
際
慣
習
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
原
則
で

あ
る
。
従
っ
て
、
難
民
に
関
し
て
国
際
的
保
護
体
制
を
設
け
或
い
は
何
ら
か
の
義
務
を
国
家
に
負
わ
せ
る
た
め
に
は
条
約
体
制
が
必
要
で

あ
る
。
難
民
条
約
と
そ
の
議
定
書
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
難
民
を
国
際
的
に
保
護
す
る
た
め

の
体
制
は
、
国
際
連
盟
の
下
に
お
け
る
ロ
シ
ア
難
民
の
保
護
を
嚆
矢
と
し
て
、
そ
の
後
様
々
な
条
約
が
採
択
さ
れ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。

今
日
に
お
い
て
、
難
民
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
難
民
条
約
以
外
に
、
U
N
H
CR
や
地
域
的
な
体
制
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
定
義
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が
な
さ
れ
て
い
る(4

)。
条
約
体
制
が
か
な
り
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
国
際
慣
習
法
化
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
国
際
慣
習
法
上
認
め
ら
れ
て
き
た
国
家
の
権
利
で
あ
る
庇
護
権
を
基
礎
に
難
民
の
受
け
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
以
上
の
国
際
法
上
の
認
識
を
前
提
に
、
移
民
も
難
民
も
、
国
家
間
の
人
の
移
動
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
移
民
は
、
主
に
経

済
的
動
機
で
祖
国
を
離
れ
、
新
た
な
経
済
的
状
況
を
求
め
て
よ
り
豊
か
な
国
へ
移
動
す
る
の
に
対
し
て
、
難
民
は
、
主
に
政
治
的
理
由
（
宗

教
や
人
種
も
含
め
た
）
か
ら
祖
国
を
離
脱
し
、
政
治
的
迫
害
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
国
へ
避
難
す
る
人
々
で
あ
る
と
理
解
で
き
る(5

)。

本
稿
は
、
米
国
に
お
け
る
難
民
政
策
と
法
の
変
遷
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
米
国
の
現
行
難
民
法
制
を

理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
法
制
の
発
展
過
程
を
辿
る
必
要
が
あ
る
。
法
制
度
は
、
そ
の
都
度
の
国
内
関
係
・
国
際
関

係
に
影
響
を
受
け
て
制
定
さ
れ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
従
前
の
制
度
に
積
極
的
に
或
い
は
消
極
的
に
依
拠
し
な
が
ら
新
た
な
制
度
を
作

り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る(6
)。

一

一
九
八
〇
年
法
以
前

1

建
国
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で

（
1
）
移
民
法
の
時
代

米
国
の
小
学
校
で
は
、
自
国
の
歴
史
の
始
ま
り
と
な
っ
た
建
国
の
祖
は
、
宗
教
的
自
由
と
政
治
的
自
由
を
求
め
た
避
難
者
（
refugees・

難
民
）
で
あ
る
、
と
教
え
て
い
る(7
)。
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
に
乗
っ
て
米
国
に
渡
り
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
プ
リ
マ
ス
植
民
地
を
建
設
し
た

ピ
リ
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
批
判
し
国
教
会
か
ら
離
れ
た
人
々
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
信
仰
を
守
り
つ
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つ
生
活
す
る
こ
と
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
ピ
リ
グ
リ
ム
は
、
急
進
的
な
考
え
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
逮
捕
さ
れ
る
脅
威
の
も

と
に
あ
り
、
そ
れ
を
逃
れ
て
オ
ラ
ン
ダ
へ
移
住
し
、
し
か
る
後
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
へ
逃
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
六
二
九
年

か
ら
一
六
四
二
年
の
間
、
約
二
〇
〇
〇
人
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
へ
入
植
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
か
ら
教
義
及
び
礼
拝
の
点
で
逸
脱
し
た
こ
と
を
理
由
に
告
訴
さ
れ
、
時
に
は
投
獄
さ
れ
た
人
々
で

あ
っ
た
。
一
六
八
八
年
に
は
、
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
新
教
徒
（
ProtestantH
uguenots）
が
、
一
六
八
五
年
に
ル
イ
一
四
世
が
ナ
ン
ト
の

王
令
（
一
五
九
八
年
）
を
全
面
的
に
廃
棄
し
た
こ
と
に
伴
い
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ど
に
移
り
住
ん
だ
。
こ
の
よ

う
な
人
々
は
、
今
日
の
表
現
で
言
え
ば
、
宗
教
や
政
治
を
理
由
と
す
る
難
民
で
あ
っ
た(8

)。
も
と
よ
り
当
時
は
移
民
や
難
民
の
概
念
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
謂
わ
ば
、
一
方
的
に
植
民
者
と
し
て
移
住
し
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。
最
初
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
た
人
々

が
こ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
で
形
成
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
や
が
て
国
家
を
建
設
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
移
住
者
が
一

般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
難
民
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
後
の
国
家
形
成

に
大
き
な
力
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た(9
)。

米
国
全
体
で
は
、
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
）
か
ら
の
一
世
紀
間
は
、
独
立
以
前
の
状
況
と
そ
う
変
わ
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
外
国
か

ら
の
移
住
者
（
移
民
）
が
認
め
ら
れ
、
移
民
が
歓
迎
さ
れ
た(10
)。
尤
も
、
独
立
以
前
か
ら
独
立
時
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
、
厳
格

な
意
味
で
移
民
と
言
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
移
民
の
用
語
は
、
外
国
人
の
受
け

入
れ
全
般
を
意
味
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
米
国
に
は
、
政
治
的
自
由
や
宗
教
的
自
由
を
求
め
る
の
み
な
ら
ず
、
経
済
的
に
も
無

限
の
可
能
性
を
持
た
せ
る
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
歓
迎
の
意
思
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
州
に
お
い

て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
州
の
幾
つ
か
は
、
移
民
の
流
入
を
阻
止
し
、
移
民
に
対
し
て
制
限
を
課
し
州
に
よ
る
規
制
を
行
っ
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た(11
)。

一
八
七
五
年
の
連
邦
に
よ
る
最
初
の
移
民
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
異
な
る
州
の
法
律
・
手
続
を
調
整
し
統
一
の
方
向

へ
持
っ
て
い
く
の
が
連
邦
の
役
割
で
あ
っ
た(12

)。

こ
の
こ
と
に
関
し
、
こ
の
時
期
に
重
要
な
こ
と
は
、
二
つ
の
判
決
に
よ
っ
て
外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
が
明
確
に

認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
中
国
人
移
民
入
国
禁
止
事
件
Chinese
Exclusion
Case(13

)、
も
う
一
つ
は
、
Fong
Y
ue
T
ing
v.

U
nited
States(14

)。
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
れ
以
前
に
既
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Chy
Lung
v.Freem
an(15

)に
お
い
て
、
州
に
よ
る
外
国

人
に
対
す
る
規
制
は
連
邦
政
府
を
他
の
国
家
と
の
間
で
悲
惨
な
不
和
に
巻
き
込
む
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
到
着
し
た
外
国
人
の
検
査
を

規
定
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
法
令
を
無
効
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
通
商
を
規
制
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
を
侵
害
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
い
た(16
)。
こ
の
こ
と
を
、
外
国
人
と
の
関
係
で
議
会
の
権
限
を
明
確
に
し
た
の
が
こ
れ
ら
2
つ
の
事
件
で
あ
る
。
前
者
は
、

中
国
人
排
斥
事
件
（
Chinese
Exclusion
Case）
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
外
国
人
の
入
国
に
対
す
る
議
会
の
権
限
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
外
国
人
を
排
斥
す
る
連
邦
の
権
限
は
、
国
家
主
権
の
事
項
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
最
初
の
事
件
で
あ
っ
た
。
そ

の
論
拠
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
全
て
の
国
家
政
府
は
国
民
の
公
共
利
益
を
守
る
固
有
の
権
力
を
有
す
る
と
論
じ
た
。
移
民
は
国
家
に
と
っ

て
重
大
な
国
家
的
関
心
問
題
で
あ
る
が
、
国
家
的
関
心
問
題
を
監
督
す
る
こ
と
は
連
邦
政
府
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ

い
て
、
裁
判
所
は
、
移
民
を
規
律
す
る
固
有
の
主
権
的
権
利
は
明
ら
か
に
連
邦
政
府
に
属
す
る
、
と
判
断
し
た
。
後
者
の
事
件
は
、
外
国

人
の
追
放
に
関
す
る
議
会
の
権
限
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
者
の
立
論
を
さ
ら
に
強
化
し
、
移
民
を
管
理
す
る
連
邦
権
限
の
淵

源
を
国
家
主
権
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
連
邦
権
限
の
無
条
件
で
か
つ
無
制
限
の
範
囲
を
強
く
展
開
し
た
。
外
国
人
を
排
除
す
る
権

限
と
同
じ
根
拠
に
基
づ
い
て
外
国
人
を
追
い
払
い
又
は
追
放
す
る
権
限
が
有
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
同
様
に
絶
対
的
か
つ
無
制
限
で
あ

る
と
明
確
に
認
め
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
外
国
人
が
米
国
に
入
国
し
或
い
は
米
国
に
留
ま
る
権
利
を
持
つ
か
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ど
う
か
に
関
し
て
、
連
邦
政
府
（
連
邦
議
会
・
連
邦
政
府
）
が
そ
の
権
限
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
司
法
権
が
実
体
法
上
の
決
定
を

審
査
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
た
の
で
あ
る(17

)。

外
国
か
ら
の
入
国
の
規
制
は
移
民
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
連
邦
は
、
一
八
七
五
年
に
最
初
の
移
民
法
を
制
定
し
て
、
そ
れ
ま
で
ほ

ぼ
無
制
限
に
受
け
入
れ
て
い
た
移
民
に
対
し
て
、
売
春
目
的
の
女
性
や
政
治
犯
を
除
い
た
犯
罪
者
の
入
国
を
禁
止
し
て
以
降
、
数
次
の
改

正
を
経
な
が
ら
、
精
神
障
害
者
、
伝
染
病
患
者
、
貧
民
、
無
政
府
主
義
者
な
ど
の
入
国
を
制
限
し
た(18

)。
社
会
構
成
上
の
経
済
的
理
由
か
ら

一
定
の
範
疇
の
人
々
を
加
え
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
別
に
、
人
種
的
・
民
族
的
観
点
か
ら
の
移
民
制
限
が
行

わ
れ
る
。
中
国
人
や
日
本
人
に
対
し
て
、
中
国
人
排
斥
法
（
一
八
八
二
年
）
や
日
米
協
定
（
一
九
〇
七
年(19

)）
に
基
づ
い
て
排
除
が
行
わ
れ

た
が
、
そ
れ
は
、
経
済
的
理
由
と
共
に
人
種
差
別
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
差
別
と
し
て
、
一
九
一
七

年
の
識
字
テ
ス
ト
法
の
成
立
と
同
年
の
移
民
法
改
正
に
基
づ
く
ア
ジ
ア
人
の
入
国
禁
止
が
あ
る
。
更
に
、
一
九
二
一
年
と
一
九
二
四
年
の

移
民
法
改
正
に
よ
り
、
国
別
移
民
数
の
割
当
制
度
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
種
を
基
準
と
し
た
差
別
と
も
言
え
よ
う
。
特
に
、
一

九
二
四
年
法
は
、
こ
の
方
式
を
固
定
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
二
四
年
移
民
法
は
、
ア
メ
リ
カ
史
全
体
の
中
で
も
大
き
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
史
の
文
脈
の
中
で
、
決
定

的
な
意
味
を
持
つ
立
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
る(20
)。
一
九
二
四
年
移
民
法
に
よ
る
移
民
制
限
に
よ
っ
て
、
開
か
れ
た
門
戸
、
機
会
の
国
と
い
う

自
他
共
に
米
国
に
つ
い
て
抱
か
れ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る(21
)。
尤
も
、
国
別
割
当
方
式
が
一
九
二

四
年
法
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
の
移
民
制
限
体
制
は
一
九
一
七
年
法
に
始
ま
り
一
九
二
九
年
法
に
至
っ
て
確

立
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
核
を
な
す
の
が
一
九
二
四
年
法
で
あ
る(22
)。

第
一
次
大
戦
後
、
移
民
は
増
大
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
大
量
の
難
民
流
失
に
対
し
て
孤
立
主
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義
政
策
を
も
っ
て
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
法
は
移
民
の
質
的
規
制
を
定
め
た
最
初
の
法
律
で
あ
る
が
、
連
邦
議
会
は
、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
大
統
領
の
三
度
の
拒
否
権
行
使
に
も
拘
わ
ら
ず(23

)、
一
九
一
七
年
に
三
分
の
二
の
多
数
を
も
っ
て
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
新
来
の

移
民
に
母
国
語
で
の
読
み
書
き
能
力
（
literacy
test識
字
テ
ス
ト
）
の
提
示
を
求
め
る
移
民
法
改
正
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
教

育
を
十
分
に
受
け
て
い
な
い
東
欧
・
南
欧
か
ら
の
移
民
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
に
対
し
て
は
「
禁
止
区
域
」

（
A
siatic
Barred
Zone）
を
設
定
し
て
ア
ジ
ア
人
の
入
国
を
禁
止
し
た
。
従
来
に
も
、
入
国
を
制
限
す
る
規
則
は
見
ら
れ
た
が
、
売
春

婦
や
犯
罪
者
等
の
個
人
の
職
能
や
気
質
に
見
ら
れ
る
基
準
の
み
を
設
定
し
て
い
た
。
人
種
や
民
族
的
な
集
団
全
体
を
対
象
と
す
る
制
限
を

設
定
し
た
点
で
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た(24

)。
一
九
一
七
年
法
に
は
、
難
民
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
す
べ
き
規
定
が
見
ら
れ
る
。
一
般
的
な
制

限
を
規
定
し
た
た
め
、
但
し
書
き
に
よ
っ
て
一
般
規
定
か
ら
の
い
く
つ
か
の
除
外
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、
今
日
で
は
宗
教

難
民
（
religious
refugees）
及
び
政
治
犯
罪
人
（
politicaloffender）
と
言
わ
れ
て
い
る
規
定
が
見
ら
れ
る(25
)。
前
者
に
つ
い
て
は
、

非
識
字
テ
ス
ト
（
illiteracy
test）
を
課
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
上
の
迫
害
（
religious
persecution）
を
逃
れ
る
た

め
に
米
国
へ
の
入
国
を
求
め
る
者
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
制
限
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
と
し
て
、
純
粋
な
政
治
犯
罪

（
offense
purely
political）
で
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た
者
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
規
定
も
難
民
（
refugee）
の
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
が
、
今
日
的
な
意
味
で
は
難
民
で
あ
り
、
こ
れ
を
庇
護
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
。

一
九
二
一
年
法
は
、
一
九
一
〇
年
の
国
勢
調
査
の
時
点
に
お
い
て
米
国
に
在
住
す
る
各
国
籍
集
団
に
含
ま
れ
る
外
国
生
ま
れ
の
人
口
を

算
定
の
基
準
と
し
て
そ
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
人
数
を
上
限
と
す
る
割
当
枠
と
す
る
旨
を
規
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
移
民
総
数
は

三
五
万
七
千
人
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
籍
別
の
割
り
当
て
は
、米
国
が
好
意
的
で
は
な
い
地
域
の
国
々
に
対
す
る
制
限
と
な
っ
た
が
、

北
欧
州
及
び
西
欧
州
の
国
々
は
割
り
当
て
を
満
た
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た(26

)。
し
か
し
、
移
民
制
限
論
者
の
多
く
は
こ
の
結
果
に
満
足
し
な
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か
っ
た
。
一
九
二
四
年
法(27

)は
、
更
に
制
限
を
強
化
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
移
民
の
総
数
を
一
五
万
人
と
抑
え
（
第
一

一
条
ｂ
項
）、
各
国
籍
集
団
に
対
す
る
割
り
当
て
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
じ
ら
れ
、
基
礎
と
な
る
国
勢
調
査
は
一
八

九
〇
年
の
も
の
と
さ
れ
た
（
同
ａ
項
）。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
国
に
つ
い
て
も
最
低
割
当
数
は
一
〇
〇
と
さ
れ
る
。
こ
の
一
八
九
〇
年
と

い
う
年
は
新
移
民
の
大
量
流
入
以
前
の
状
況
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
新
移
民
の
割
当
枠

は
更
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
如
何
に
も
客
観
的
な
基
準
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
、
米
国
の

移
民
に
対
す
る
対
応
が
い
か
に
一
時
期
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
換
言
す
れ
ば
、
一
九
二
四
年
法
は
時
代
的
性
格
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、
そ
の
最
も
象
徴
的
な
規
定
が
第
一
一
条
ｄ
項
二
号
及
び
第

二
八
条
ｃ
項
で
あ
り
、「
米
国
市
民
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
外
国
人
」
と
い
う
文
言
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
基
準
と
さ
れ
る
一
九
二

〇
年
の
時
点
に
お
け
る
大
陸
米
国
の
居
住
者
に
は
、
奴
隷
と
し
て
入
国
し
た
移
民
の
子
孫
、
米
国
先
住
民
の
子
孫
な
ど
と
共
に
米
国
市
民

と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
外
国
人
又
は
そ
の
子
孫
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
既
に
中
国
人
に
つ
い
て
は
一
八
八
二
年
の
中
国
人
排
斥
法

に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
四
年
法
の
こ
の
規
定
は
ア
ジ
ア
人
差
別
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
日

本
人
移
民
も
規
整
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(28

)。

一
九
二
四
年
法
が
規
定
し
た
の
は
「
原
国
籍
移
民
割
当
制
」（
N
ationalO
rigin
Im
m
igration
Q
uotas）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一

九
二
〇
年
の
時
点
で
米
国
本
土
に
居
住
す
る
各
国
籍
集
団
に
所
属
す
る
人
口
が
総
人
口
に
占
め
る
比
率
に
従
っ
て
各
国
籍
集
団
へ
の
移
民

割
当
枠
を
決
め
る
方
式
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
は
方
式
を
定
め
た
の
み
で
あ
っ
て
、
実
際
に
算
出
す
る
こ
と
に
は
相
当
の
困
難

が
見
込
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
法
律
で
は
、
そ
の
実
施
を
一
九
二
七
年
七
月
一
日
か
ら
と
し
て
お
り
、
実
際
の
算
定
を
国
務
長
官
、

商
務
長
官
、
労
働
長
官
の
共
同
作
業
に
委
ね
て
い
る
。
そ
の
報
告
を
受
け
た
大
統
領
が
報
告
さ
れ
た
割
当
て
を
公
布
し
、
公
報
す
る
も
の
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と
し
て
い
る
。
そ
の
算
定
が
実
際
に
行
わ
れ
具
体
的
数
字
が
示
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
九
年
三
月
に
な
っ
て
、
フ
ー
ヴ
ァ
ー
大
統
領

（
H
erbertClark
H
oover）
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た(29

)。

こ
の
国
別
割
当
方
式
が
解
除
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
五
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
共
和

党
政
権
の
下
で
孤
立
主
義
を
進
め
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
表
れ
の
一
つ
が
一
九
二
四
年
法
に
よ
る
外
国
人
移
民
の
受
け
入
れ
規
制
で
あ
っ

た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
頃
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
に
対
す
る
制
限
は
、特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
移
民
の
排
除
、

識
字
能
力
や
経
済
的
自
立
を
基
準
と
し
た
社
会
全
体
の
負
担
と
な
る
存
在
の
排
除
、
及
び
、
出
身
国
家
に
よ
る
割
り
当
て
規
制
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

戦
間
期
に
は
、
国
際
化
の
進
展
と
共
に
、
国
境
管
理
や
入
国
管
理
制
度
が
各
国
に
広
ま
り
、
国
際
的
移
動
に
対
す
る
障
壁
が
設
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
次
第
に
反
移
民
感
情
の
高
ま
り
が
あ
り
、
大
恐
慌
の

影
響
の
下
、
受
入
数
を
次
第
に
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
。
他
方
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
メ
キ
シ
コ
を
中
心
に
初
め
て
大
量
の
不
法
移
民
が

到
来
し
た
が
、
メ
キ
シ
コ
と
の
間
に
は
一
九
四
三
年
以
後
ブ
ラ
セ
ー
ロ
政
策
に
よ
っ
て
一
定
の
労
働
枠
が
与
え
ら
れ
た
。

な
お
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
米
国
に
お
い
て
法
制
度
上
難
民
の
法
的
な
定
義
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
難
民
は
政
治
的
難
民

（
politicalrefugee）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
何
ら
か
の
政
治
的
理
由
で

自
ら
の
国
を
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
自
国
の
外
交
的
保
護
を
受
け
ら
れ
ず
、
他
の
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
り
外
交
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
が

な
か
っ
た
人
々
で
あ
っ
た(30
)。
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（
2
）
ユ
ダ
ヤ
人
問
題

第
二
次
世
界
大
戦
中
（
一
九
三
九
～
一
九
四
五
）
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
問
題
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
米
国
が
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
に
い
か
に
対
処
し
た
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
政
権
時
代
に
ド
イ
ツ
か
ら
出
国
し
た
難
民
五
〇
万
人
の
う
ち
一
三
万
人
が
渡

米
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
人
数
だ
け
を
見
れ
ば
難
民
を
か
な
り
受
け
入
れ
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
明
確
な
政
策
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は

な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
様
々
な
考
え
方
が
反
映
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
を
国
是
と
し
、
一

九
三
五
年
に
は
反
ユ
ダ
ヤ
人
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
法
を
制
定
し
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
流
失
し
た
が
、
一
九
三
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併

合
は
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
急
激
に
増
大
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
危
機
的
状
況
に
対
し
て
ど
の

程
度
の
把
握
が
な
さ
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
ナ
チ
ス
の
脅
威
を
未
だ
具

体
的
に
受
け
止
め
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
具
体
的
数
字
を
持
っ
て
米
国
内
に
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九

四
二
年
の
五
月
、
六
月
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る(31

)。
米
国
議
会
は
、
移
民
と
難
民
を
区
別
す
る
移
民
法
の
改
正
に
一
貫
し
て
反
対
の
姿
勢
を

と
り
、
そ
れ
ま
で
の
国
別
移
民
数
割
当
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
に
も
終
始
反
対
で
あ
っ
た(32
)。
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
ド
イ
ツ
人
移
民
枠
は

漸
次
逓
減
さ
れ
て
二
万
六
〇
〇
〇
人
弱
で
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
数
の
受
け
入
れ
は
実
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
ア

メ
リ
カ
は
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
対
し
て
も
、
あ
ま
り
関
心
を
払
う
こ
と
な
く
、
移
民
枠
を
広
げ
た
り
難
民
と
し
て
の
受
け
入

れ
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
救
済
の
た
め
と
言
わ
れ
る
一
九
三
八
年
の
エ
ヴ
ィ
ア
ン
会
議
（
Evian
Conference）
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領

（
Franklin
D
elano
Roosevelt）
の
提
唱
に
よ
る
国
際
会
議
で
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
救
済
と
言
う
点
で
は
特
別
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
が
各
国
に
送
っ
た
招
請
状
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
会
議
の
目
的
に
は
、
対



米国の難民法制（上）

90-414 （ 13 ）

象
と
し
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
む
ド
イ
ツ
か
ら
の
政
治
難
民
」（
politicalrefugees
from
Germ
any（
including
A
ustria）
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
文
字
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
救
済
を
積
極
的
に
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
取
り
得

る
当
面
の
措
置
を
考
慮
す
る
た
め
、
受
け
入
れ
国
の
既
存
の
移
民
法
・
規
則
の
範
囲
内
で
、
緊
急
の
場
合
に
対
処
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る(33

)。
米
国
は
、
こ
の
会
議
に
対
処
す
る
た
め
の
諮
問
委
員
会
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
第
1
回
会
合

で
、
当
時
の
国
務
省
副
長
官
M
essersm
ith
は
、
経
済
状
況
の
故
に
多
く
の
国
で
多
数
の
移
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
く
、
既
存

の
移
民
法
の
枠
内
で
考
慮
す
る
の
が
実
践
的
で
あ
り
、
米
国
に
つ
い
て
は
、
国
別
割
り
当
て
の
そ
れ
ぞ
れ
二
五
九
五
七
人
（
ド
イ
ツ
）
と

一
四
一
三
人
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
の
合
計
二
七
三
七
〇
人
を
受
け
入
れ
る
旨
を
述
べ
て
い
る(34

)。

エ
ヴ
ィ
ア
ン
会
議
で
は
、
米
国
自
身
が
移
民
枠
と
し
て
の
受
け
入
れ
を
表
明
し
た
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
は
移
民
の
手
続
き
に
基
づ
く
た

め
の
制
約
に
よ
り
入
国
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
ナ
チ
ス
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
救
済
に
は
多
く
の
国
は
熱
心
で
は
な
く
、
米

国
も
そ
の
よ
う
な
国
で
あ
っ
た
。
米
国
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
関
心
事
は
経
済
問
題
で
あ
っ
て
、政
治
状
況
に
は
あ
ま
り
関
心
が
無
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か(35
)。

エ
ヴ
ィ
ア
ン
会
議
前
後
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
は
移
行
期
に
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
か
、
エ
ヴ
ィ
ア
ン
会
議
は
中
途
半
端
な
も
の
に

な
っ
た
。

（
3
）
戦
間
期
の
国
際
会
議

エ
ヴ
ィ
ア
ン
会
議
は
ユ
ダ
ヤ
人
救
済
に
は
直
接
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
主
導
に
よ
り
、
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
国
際

連
盟
の
枠
外
で
政
府
間
難
民
委
員
会
（
IGCR
＝
Intergovernm
entalCom
m
ittee
ofRefugee
）
が
難
民
に
関
す
る
初
の
国
際
組
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織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
も
と
も
と
会
議
目
的
に
も
、
よ
り
広
い
見
地
か
ら
問
題
の
解
決
又
は
緩
和
に
向
け
て
長
期
的
計
画
を
、
既
存
の

機
関
と
協
力
し
て
、
実
施
す
る
政
府
間
組
織
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ず
れ
か
の
首
都
に
設
立
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
含
め
ら
れ
て
い

た
。
む
し
ろ
、
各
国
代
表
の
発
言
を
見
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
と
言
う
よ
り
、
こ
の
問
題
が
会
議
の
主
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
で
は
、
一
応
の
成
功
を
収
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う(36

)。
謂
わ
ば
、
エ
ヴ
ィ
ア
ン
に
お
け
る
政
府
間
協
議
は
、
IGCR
を
創

出
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

IGCR
は
、
実
際
に
は
活
動
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
国
際
連
盟
の
下
で
個
別
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
難
民
の
定
義
を
従
来
と

異
な
る
一
般
的
な
も
の
に
し
た
点
で
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
難
民
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
国
際
連
盟
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
た

が
、
国
際
文
書
に
表
わ
さ
れ
た
国
際
連
盟
難
民
高
等
弁
務
官
（
LN
H
CR）
が
保
護
す
る
難
民
の
定
義
は
、
対
象
を
集
団
で
捉
え
、
特
定

の
民
族
集
団
へ
の
帰
属
や
出
身
領
土
・
国
籍
・
居
住
と
言
う
法
律
上
の
地
位
及
び
当
局
に
よ
る
法
律
上
・
事
実
上
の
保
護
の
欠
如
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
IGCR
の
活
動
の
対
象
と
し
た
の
は
、
政
治
的
意
見
、
宗
教
的
信
条
ま
た
は
人
種
的
起
源
（
politi-

calopinion,religious
beliefs
or
racialorigin）
が
理
由
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
む
ド
イ
ツ
か
ら
転
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

人
々
で
既
に
出
身
国
を
出
た
人
々
と
し
て
お
り
、
直
接
難
民
（
refugee）
の
用
語
を
用
い
て
い
な
い
が
、
今
日
の
条
約
難
民
の
定
義
の

原
型
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る(37
)。

国
際
連
盟
が
難
民
と
し
て
定
義
し
て
い
た
の
は
、
個
別
的
な
条
約
や
協
定
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
共
通
し
て
見
ら
れ
た
の
は
、
国
籍
を

維
持
し
な
が
ら
当
該
自
国
の
保
護
を
受
け
な
い
者
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
シ
ア
難
民
は
、
ロ
シ
ア
出
身
の
者
で
あ
っ
て
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会

主
義
共
和
国
連
合
政
府
の
保
護
を
受
け
て
い
な
い
か
最
早
受
け
な
い
者
で
あ
り
、他
の
国
籍
を
取
得
し
て
い
な
か
っ
た
者
で
あ
る
。
ま
た
、

ア
ル
メ
ニ
ア
難
民
は
、
以
前
の
オ
ッ
ト
マ
ン
帝
国
の
国
民
で
あ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
出
身
の
者
で
あ
っ
て
、
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
の
保
護
を
受
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け
て
い
な
い
か
最
早
受
け
な
い
者
で
あ
り
、
他
の
国
籍
を
取
得
し
な
か
っ
た
者
で
あ
る(38

)。
他
に
、
ア
ッ
シ
リ
ア
及
び
ア
ッ
シ
リ
ア
＝
カ
ル

デ
ア
難
民
、
ト
ル
コ
難
民
、
ザ
ー
ル
難
民
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
難
民
な
ど
が
同
様
な
形
で
定
義
さ
れ
て
い
た(39

)。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
見
ら
れ

る
の
は
、
国
籍
を
基
準
と
し
て
、
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
あ
る
い
は
国
籍
国
の
保
護
を
望
ま
な
い
者
を
そ
の
対
象

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
点
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
、
米
国
で
は
、
法
制
上
、
移
民
か
ら
難
民
を
区
別
し
て
扱
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
と
言
え
よ
う
。
事
実
、
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
た
が
、
法
案
提
出
の
段
階
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

こ
と
が
直
接
反
映
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
国
際
連
盟
に
よ
る
難
民
に
対
す
る
対
処
の
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
が
エ
ヴ
ィ
ア
ン
会

議
を
開
催
し
た
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た(40
)。
IGCR
は
米
国
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
難
民
の
定
義
に
つ
い
て
も
、

米
国
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
米
国
の
国
内
法
制
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
国
際
制
度
に
米
国
の
考
え
方

が
反
映
さ
れ
て
い
る
点
で
重
要
と
思
わ
れ
、
次
の
国
内
法
制
に
反
映
さ
れ
る
点
で
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

戦
間
期
の
会
議
と
し
て
は
、
一
九
四
三
年
の
バ
ミ
ュ
ー
ダ
会
議
を
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
四
三
年
三
月
に
な
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
避
難
民
の
増
大
す
る
窮
状
に
鑑
み
、
米
英
両
国
は
バ
ミ
ュ
ー
ダ
で
会
談
を
行
っ
た
。
バ
ミ
ュ
ー
ダ
会
議

（
Berm
uda
Conference）
は
、
一
九
四
三
年
四
月
一
九
日
か
ら
三
〇
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
、
検
討
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
連
合

国
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
が
依
然
と
し
て
ナ
チ
ス
の
支
配
地
域
に
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
問
題
で
あ
っ
た
。
一
九
四
二
年
一
二
月
に
連
合

国
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
正
式
に
非
難
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
に
何
ら
か
の
対
処
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
IGCR
を

活
動
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
主
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
IGCR
は
発
足
後
実
質
的
な
活
動
は
殆
ど
し
て
お
ら
ず
、
に
わ
か
に
活
動
さ
せ

る
こ
と
自
体
が
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
何
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
IGCR
の
設
置
は
ユ
ダ
ヤ
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人
難
民
を
前
提
に
米
国
が
国
内
向
け
に
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
活
動
さ
せ
る
こ
と
を
明
確
に
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
避
難
民
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
限
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
IGCR
の
活
動
が
行
わ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た(41

)。

一
九
三
九
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勃
発
し
て
以
降
、
避
難
民
（
displaced
persons）
の
数
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で

数
百
万
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
と
協
議
し
そ
の
主
導
の
下
に
、
一
九
四
三
年
に
連
合
国

救
済
復
興
機
関
（
U
N
RRA
・
U
nited
N
ations
Reliefand
Reconstruction
A
gency）
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
機

関
は
十
分
に
機
能
せ
ず
、
戦
後
に
大
量
の
難
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
る
結
果
と
な
っ
た(42

)。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
に
代
わ
っ
て
、
戦
後
、
一

九
四
六
年
に
IRO
（
InternationalRefugee
O
rganization
国
際
難
民
機
関
）
が
設
置
さ
れ
た
。
IRO
憲
章
に
お
い
て
、
難
民
条
約

の
原
型
と
な
る
「
迫
害
」（
persecution）
を
基
本
と
す
る
難
民
の
定
義
が
一
般
的
に
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
主
導
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ

で
あ
り
、
東
側
の
体
制
を
批
判
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
基
底
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
独
立
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
時
期
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
難
民
法
制
は
未
だ
生
れ
ず
移
民
法
の
時
代
で

あ
っ
た
。
未
だ
難
民
法
制
が
独
自
の
制
度
を
採
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
移
民
自
体
に
対
す
る
制
限
を
し
な
け
れ
ば
、
難
民
は
そ
れ
に
含

ま
れ
て
お
り
、
難
民
を
区
別
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
の
移
民
法
制
は
時
期
的
に
区
切
れ
ば
次
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た(43
)。

第
一
期
は
、
独
立
（
一
七
七
六
年
）
か
ら
一
八
七
五
年
ま
で
の
約
一
世
紀
間
で
あ
り
、
植
民
地
時
代
か
ら
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
受
け
継

が
れ
無
制
限
に
外
国
か
ら
の
移
住
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
建
国
の
精
神
そ
の
ま
ま
に
、
新
し
い
移
住
者
が
増
大
す
る
こ
と
が

歓
迎
さ
れ
た
。
門
戸
は
開
か
れ
て
お
り
、
国
家
の
発
展
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
移
民
で
あ
る
か
難
民
で
あ
る
か
を
区
別
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し
て
法
的
に
異
な
る
扱
い
を
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
ゆ
る
州
で
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一

七
八
一
年
連
合
規
約
の
下
で
は
、
各
州
が
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
移
民
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
七
八
八
年
憲
法
の
下

で
は
、
連
邦
議
会
に
外
国
と
の
通
商
を
規
制
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
（
第
一
条
第
八
節
三
号
）
こ
の
権
限
に
移
民
が
含
ま
れ
る

か
否
か
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
、
移
民
は
連
邦
の
権
限
と
な
っ
た
。

第
二
期
は
、
一
八
七
五
年
か
ら
一
九
一
七
年
ま
で
で
、
移
民
が
連
邦
の
権
限
と
し
て
明
確
に
認
め
ら
れ
連
邦
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ

た
時
期
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
移
民
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
が
明
確
に
な
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、
一
八
七
五
年
、
移
民
を

制
限
す
る
最
初
の
移
民
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
者
（
convicts）
及
び
売
春
婦
（
prostitutes）
の

入
国
が
禁
じ
ら
れ
た
。
最
初
の
移
民
制
限
立
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
質
的
側
面
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
次
第
に
広

げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
一
八
八
二
年
の
中
国
人
排
斥
法
で
あ
っ
た
。
従
来
の
質
的
制
限
と
は
異
な
る
も
の
の
労

働
経
済
的
に
は
従
来
の
考
え
方
を
や
や
拡
張
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
世
紀
の
初
め
に
は
大
量
の
移
民
が
入
国
し

て
き
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
従
来
の
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
よ
り
も
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
新

移
民
」
と
言
わ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

第
三
期
は
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
四
年
の
短
い
時
期
で
あ
る
が
、
国
家
と
し
て
の
同
質
性
を
求
め
て
制
限
的
な
移
民
政
策
が
確
立

さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
制
限
的
移
民
政
策
は
、従
来
の
質
的
制
限
に
加
え
て
量
的
制
限
を
基
本
と
し
て
制
約
を
す
る
政
策
が
確
立
さ
れ
た
。

一
九
一
七
年
法
の
後
、
一
九
一
八
年
に
も
制
限
法
を
制
定
し
た
が(44
)、
続
け
て
制
定
さ
れ
た
一
九
二
一
年
法
及
び
一
九
二
四
年
法
に
よ
っ
て

原
国
籍
移
民
割
当
方
式
を
完
成
さ
せ
た
。
米
国
へ
の
移
民
を
望
む
者
は
海
外
の
米
国
領
事
よ
り
移
民
査
証
（
im
m
igration
visas）
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
ア
ジ
ア
人
に
対
す
る
入
国
禁
止
を
制
度
化
し
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
中
国
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人
の
み
な
ら
ず
日
本
人
も
そ
の
対
象
と
な
っ
た
。
割
当
数
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
の
は
一
九
二
九
年
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
第
四
期
が
、
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
五
二
年
の
期
間
で
あ
り
、
量
的
な
制
約
と
共
に
種
々
の
制
限
が
固
定
化
さ
れ
た
時
期
で

あ
る
。
一
九
五
二
年
に
移
民
及
び
国
籍
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
関
野
昭
一
、「
Ⅱ
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
外
国
人
の
法
的
処
遇
」、
宮
崎
繁
樹
編
著
、『
亡
命
と
入
管
法
―
―
各
国
に
お
け
る
法
的
処
遇
』（
築

地
書
館
）
五
六
頁
。

な
お
、
米
国
に
お
い
て
は
、
一
七
七
六
年
の
独
立
以
後
の
移
住
者
を
移
民
（
im
m
igrant）
と
し
、
独
立
以
前
の
移
住
者
を
植
民
（
colonist）
と

呼
称
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
移
民
そ
の
も
の
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
こ

で
は
、
外
国
か
ら
の
移
住
者
を
一
般
的
に
移
民
と
称
し
て
い
る
。

（
2
）
中
坂
恵
美
子
「
移
民
」
国
際
関
係
法
辞
典
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
3
）
本
間
浩
「
難
民
」
国
際
関
係
法
辞
典
、
六
七
五
ペ
ー
ジ

（
4
）
㜯
部
和
也
「
難
民
の
定
義
と
国
際
法
」
加
藤
節
・
宮
島
喬
『
難
民
』（
東
大
出
版
会
）

（
5
）
近
時
、
displaced
personsの
語
に
対
し
て
、
流
民
、
避
難
民
な
ど
の
訳
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
主
に
、
戦
争
や
天
災
な
ど
に
よ
っ
て
本
国
か
ら

大
量
に
流
失
し
た
人
々
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
避
難
民
の
訳
語
を
用
い
る
。

（
6
）
米
国
の
難
民
制
度
の
変
遷
に
関
し
て
は
、
数
多
の
文
献
が
あ
り
、
本
稿
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
発
展
過
程
を
経
た
結
果
が

現
行
制
度
で
あ
り
、
現
行
法
制
を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
の
発
展
過
程
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

な
お
、
国
内
法
と
し
て
の
難
民
法
は
法
的
に
は
移
民
法
或
い
は
外
国
人
の
出
入
国
法
制
の
特
別
法
に
当
た
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
難
民
法
制
の
理

解
に
は
移
民
法
或
い
は
出
入
国
法
に
関
す
る
理
解
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
米
国
の
移
民
法
に
関
し
て
は
難
民
法
を
上
回
る
膨
大
な
文
献
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
難
民
法
の
理
解
に
必
要
な
範
囲
で
移
民
法
の
考
察
を
行
う
も
の
と
す
る
。

本
稿
執
筆
の
個
人
的
動
機
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
上
の
難
民
審
査
参
与
員
を
一
〇
年
以
上
勤
め
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
経
験
を
積
み

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
制
度
に
は
若
干
の
知
識
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
が
諸
外
国
の
制
度
に
は
殆
ど
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
研
修
等

で
幾
つ
か
の
国
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
い
ず
れ
も
断
片
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
世
界
有
数
の
難
民
保
護
国
で
あ
る
米
国
に
つ
い
て
学
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び
た
い
と
言
う
の
が
直
接
の
動
機
で
あ
る
。

（
7
）
言
う
ま
で
も
な
く
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
大
陸
を
発
見
す
る
前
に
原
住
民
と
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
居
住
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
発
見
の
後
、
ス
ペ
イ

ン
人
が
入
植
し
て
い
た
事
実
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
祖
と
言
わ
れ
る
の
は
、
国
家
建
設
に
つ
な
が
っ
て
い
く
最
初
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
建

設
し
た
人
達
の
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｍ
・
バ
ー
ダ
マ
ン
、
村
田
薫
［
編
］『
ア
メ
リ
カ
の
小
学
生
が
学
ぶ
歴
史
教
科
書
』
二
〇
〇
五
年
、
ジ
ャ

パ
ン
ブ
ッ
ク
）
一
六
二
〇
年
の
ピ
ル
グ
リ
ム
の
入
植
が
最
初
で
あ
る
。
二
七
～
三
三
頁
。

（
8
）
Philip
G.Schrag,A
W
ell-Founded
Fear（
2000）,pp.17~18.

（
9
）
邦
語
の
文
献
と
し
て
、
植
民
地
時
代
に
お
け
る
人
の
移
動
と
州
の
形
成
に
つ
い
て
、
高
木
八
尺
『
米
国
政
治
史
序
説
』（
昭
和
二
二
年
）
一
三
頁
以
下
。

川
原
謙
一
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
外
国
人
出
入
国
管
理
の
実
証
的
研
究
』
法
務
研
究
第
四
三
集
五
号
（
昭
和
三
一
年
）
三
頁
以
下
。

（
10
）
Charles
Gordon,Stanley
M
ailm
an,and
Stephen
Y
ale-Loehr,Im
m
igration
Law
and
Procedure.published
in
Stephen
H
.

Legom
sky
and
Cristina
M
.Rodriguez,
Im
m
igration
and
Refugee
Law
and
Policy,sixth
edition（
2011）,p.13.

な
お
、
独
立
宣
言
に
お
い
て
、
英
国
王
の
歴
史
は
、
植
民
地
緖
邦
の
上
に
絶
対
的
な
僭
主
制
を
樹
立
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
簒
奪
と
権

利
侵
害
を
繰
り
返
し
て
き
た
歴
史
で
あ
る
と
し
て
、
国
王
の
暴
政
の
事
実
を
列
挙
す
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
、
緖
邦
の
人
口
を
抑
制
し
よ
う
と
努
め
、

そ
の
目
的
の
た
め
に
外
国
人
帰
化
の
法
制
度
を
妨
害
し
、
こ
の
地
へ
の
移
民
を
促
進
す
る
法
の
通
過
を
拒
ん
だ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
CarlJ.

Friedrich
and
RobertG.M
cCloskey
ed.,From
the
D
eclaration
ofIndependence
to
the
Constitution（
1954）,p.4
こ
の
こ
と
を
換

言
す
れ
ば
、
独
立
当
初
か
ら
、
外
国
か
ら
の
移
住
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
11
）
Gerald
L.N
eum
an,“T
he
LostCentury
ofA
m
erican
Im
m
igration
Law（
1776-1875）”,Colum
bia
Law
Review
,V
ol.93（
1993）,p.

1833.ま
た
、
時
と
し
て
、
む
し
ろ
、
出
身
国
政
府
が
移
民
を
制
限
し
、
米
国
の
い
く
つ
か
の
州
は
そ
の
こ
と
に
不
満
を
持
っ
た
と
い
う
。

（
12
）
K
athryn
M
.Bockley,
“A
H
istorical
O
verview
of
Refugee
Legislation:T
he
D
eception
of
Foreign
Policy
in
the
Land
of

Prom
ise”.21
N
.C.J.Int’l.&
Com
.Reg.（
1995-1996）,p.256.

（
13
）
Chae
Chan
Ping
v.U
nited
States,130
U
.S.581,9
S.Ct.623,32
L.Ed.1068（
Sup.Ct.（
1889））

（
14
）
149
U
.S.698,13
S.Ct.1016,37
L.Ed.905（
1893）

（
15
）
92
U
.S.275,2
O
tto
275,23
L.Ed.550（
Sup.Ct.1875）.な
お
、
こ
の
年
、
最
高
裁
判
所
は
、
別
の
事
件
で
全
会
一
致
で
連
邦
権
限
を
認
め
て

い
る
。
H
enderson
v.M
ayor
ofN
ew
Y
ork,92
U
.S.259,2
O
tto
259,23
L.Ed.543（
Sup.Ct.1875）.

（
16
）
M
oore,J.B.,A
D
igestofInternationalLaw
,V
ol.IV
（
1906）,p.153.

（
17
）
T
.A
lexander
A
leinikoff,“FederalRegulation
ofA
liens
and
the
Constitution”,in
Foreign
A
ffairs
and
the
U
.S.Constitution,
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edited
by
Louis
H
enkin,M
ichaelGlennon
and
W
illiam
D
.Rogers（
1990）,p.157.

（
18
）
M
oore,op.cit.,pp.161~174.一
八
七
五
法
を
皮
切
り
に
一
八
八
二
年
、
一
八
八
五
年
、
一
八
八
七
年
、
一
八
八
八
年
、
一
八
九
一
年
、
一
八
九

三
年
、
一
八
九
四
年
、
一
八
九
五
年
、
一
九
〇
三
年
と
移
民
に
関
す
る
法
が
改
正
・
制
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
以
前
、
の
ち
の
移
民
法
に
結

び
つ
く
最
初
の
連
邦
法
は
一
七
九
八
年
の
「
外
国
人
及
び
治
安
法
」
と
し
て
知
ら
れ
る
四
つ
の
法
律
が
あ
る
。
外
国
人
法
、
対
敵
法
、
治
安
法
及
び

帰
化
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
帰
化
法
を
除
い
て
、
大
統
領
の
権
限
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
国
か
ら
の
移
住
者
に

つ
い
て
直
接
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
川
原

前
掲
書

二
一
頁
。
移
民
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
規
定
し
た
連
邦
法

は
一
八
七
五
年
法
が
最
初
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）
中
国
人
排
斥
法
は
、
一
九
四
三
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
日
米
協
定
は
、
一
九
〇
七
年
一
一
月
か
ら
翌
年
二
月
の
間
に
日
米
間
に
七
篇
の
書
簡
・
覚
書

が
交
換
さ
れ
、
日
本
側
が
再
渡
航
者
、
在
米
移
民
の
両
親
・
妻
子
、
学
生
、
商
人
を
除
く
新
移
民
を
す
べ
て
自
主
的
に
禁
止
し
た
。
日
米
紳
士
協
約

と
言
わ
れ
る
。
一
九
二
四
年
法
の
制
定
で
廃
棄
さ
れ
た
。

（
20
）
斎
藤
真
「
11

一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ

一

共
和
党
政
権
下
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」『
岩
波
講
座

世
界
歴
史
26

現
代
3
』
二
六
九
ペ
ー

ジ
。

（
21
）
移
民
は
米
国
史
そ
の
も
の
と
も
言
わ
れ
る
が
、
常
に
国
外
か
ら
の
移
民
に
対
し
て
広
く
門
戸
を
開
放
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
二
四
年
移

民
法
は
、
南
北
戦
争
以
降
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
急
激
な
産
業
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
大
量
の
移
民
を
堰
き
止
め
、
そ
の
間
に
起
こ
っ
た
社
会
的

紛
争
や
文
化
的
対
立
に
歯
止
め
を
か
け
て
、
旧
来
の
社
会
秩
序
の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
典
型
的
な
移
民
制
限
法
で
あ
る
。
古
矢

旬
「
新
移
民
お

断
り
ー
ー
一
九
二
四
年
移
民
法
」
有
賀
夏
紀
・
能
登
路
雅
子
［
編
］『
史
料
で
読
む
ア
メ
リ
カ
文
化
史
4
』
五
五
頁
以
下
。

（
22
）
古
矢

前
掲
・
五
八
頁
。
た
だ
し
、
法
律
的
に
は
、
一
九
一
七
年
法
は
そ
の
前
の
法
律
の
改
正
法
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
、
一
九
二
四
年
法
に
繋

が
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
内
容
が
後
に
示
す
よ
う
に
、
実
質
的
に
制
限
法
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
次
に
続
く
体
制
の
最
初

の
形
を
示
し
て
い
る
が
故
に
一
九
一
七
年
法
に
始
ま
る
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
23
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
一
九
一
三
年
、
一
九
一
五
年
、
一
九
一
六
年
と
三
回
拒
否
し
た
。

（
24
）
A
ctofFeb.5,1917,39
Stat.889。
日
本
人
は
こ
の
法
律
の
直
接
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
両
国
の
間
に
日
米
紳
士
協
定
が
機
能

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
25
）
Sec.3

（
26
）
D
avid
W
eissbrodt,Laura
D
anielson
and
H
ow
ard
S.（
Sam
）
M
yers
III,Im
m
igration
Law
and
Procedure（
2017）
7th
ed.pp.

10~11
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（
27
）
Im
m
igration
A
ct
of1924.Pub.L.N
o.68-139,43
Stat.153.こ
の
法
律
は
、
一
九
二
四
年
五
月
二
四
日
に
成
立
し
た
が
、
Johnson-Reed

A
ctと
も
言
わ
れ
、
N
ationalO
rigins
A
ctと
A
sian
Exclusion
A
ctを
含
む
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
法
に
つ
い
て
は
、
古
矢
、
前
掲
五
八

頁
以
下
。
藤
原
守
胤
、
21
「
一
九
二
四
年
の
移
民
法

T
he
Im
m
igration
A
ctof1924」、『
原
典
ア
メ
リ
カ
史

第
五
巻
』
三
九
七
頁
以
下
。

（
28
）
一
九
二
四
年
法
が
排
日
法
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
興
味
あ
る
主
題
で
あ
る
が
、
本
稿
の
趣
旨
で
は
な
い
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。

（
29
）
President’s
Proclam
ation
1872
ofM
arch
22,1929.O
rders,Proclam
ations
and
T
reaties:1092-93.

そ
の
具
体
的
数
字
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

A
fghanistan

100

Luxem
burg

100

A
lbania

100

M
onaco

100

A
ndorra

100

M
orocco（
French
and
Spanish
Zones
and

A
rabian
peninsula

100

T
angier）

100

A
rm
enia

100

M
uscat（
O
m
an）

100

A
ustralia（
including
T
asm
ania,Papua,

N
auru（
British
m
andate）

100

and
allislands
appertaining
to

N
epal

100

A
ustralia）

100

N
etherlands

3,153

A
ustria

1,413

N
ew
Zealand

100

Belgium

1,304

N
orw
ay

2,377

Bhutan

100

N
ew
Guinea,T
erritory
of（
including

Bulgaria

100

appertaining
islands）（
A
ustralian
m
andate）

100

Cam
eroon（
British
m
andate）

100

Palestine（
w
ith
T
rans-jordan）（
British

Cam
eroon（
French
m
andate）

100

m
andate）

100

China

100

Persia

100

Czechoslovakia

2,874

Poland

6,524

D
anzig,Free
City
of

100

Portugal

440

D
enm
ark

1,181

Ruanda
and
U
rundi（
Belgian
m
andate）

100

Egypt

100

Rum
ania

295
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Estonia

116

Russia,European
and
A
siatic

2,784

Ethiopia（
A
byssinia）

100

Sam
oa,W
estern（
m
andate
ofN
ew

Finland

569

Zealand）

100

Germ
any

25,957

San
M
arino

100

GreatBritain
and
N
orthern

Siam

100

Ireland

65,721

South
A
frica,U
nion
of

100

Greece

307

South
W
estA
frica（
m
andate
ofthe
U
nion

H
ungary

869

ofSouth
A
frica）

100

Iceland

100

Spain

252

India

100

Sw
eden

3,314

Iraq（
M
esopotam
ia）

100

Sw
itzerland

1,707

Irish
Free
Sate

17,853

Syria
and
the
Lebanon（
French
m
andate）

Italy

5,802

123

Japan

100

T
anganyika（
British
m
andate）

100

Latvia

236

T
ogoland（
British
m
andate）

100

Liberia

100

T
ogoland（
French
m
andate）

100

Liechtenstein

100

T
urkey

226

Lithuania

386

Y
ap
and
other
Pacific
Islands

（
30
）
Louise
W
.H
olborn,T
he
LegalStatus
ofPoliticalRefugees,1920-1938.A
m
erican
JournalofInternationalLaw
,V
ol.32（
1938）,

p.680.

（
31
）
池
田
有
日
子
、「
一
九
四
三
年
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
会
議
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
―
―
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
ユ
ダ
ヤ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
―
―
」
法
政

研
究
（
九
州
大
学
）
第
七
八
巻
三
号
、
八
〇
四
頁
。

（
32
）
N
aom
i
S.
Stern,
“Evian’s
Legacy:
T
he
H
olocaust,
the
U
nited
N
ations
Refugee
Convention,
and
Post-W
ar
Refugee

Legislation
in
the
U
nited
States”,Geo.Im
m
igr.L.J.vol.19（
2004-2005）,p.316.

（
33
）
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
一
九
三
八
年
三
月
二
三
日
付
で
、
二
〇
の
米
州
諸
国
と
九
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
会
議
の
目
的
を
記
載
し
た
招
請
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状
を
送
っ
て
い
る
。
Eric
Estorick,“T
he
Evian
Conference
and
Intergovernm
entalCom
m
ittee”,T
he
A
nnals
of
the
A
m
erican

A
cadem
y
ofPoliticaland
SocialScience,vol.203（
1939）,p.136.D
ocum
entary
H
istory
ofthe
Franklin
D
.RooseveltPresidency.

GeneralEditor,George
M
cJim
sey,V
olum
e
33:M
yron
T
aylor
and
the
Establishm
ent
ofthe
Intergovernm
entalCom
m
ittee
on

PoliticalRefugees,1938.p.117,
D
ocum
ent
29,M
yron
C.T
aylor
Papers,Proceedings
of
the
Intergovernm
entalCom
m
ittee,

Evian,July
6th
to
15th,1938:V
erbatim
Record
ofthe
Plenary
M
eetings
ofthe
Com
m
ittee,Resolutions
and
Reports.p.8（
p.

123）.

（
34
）
M
cJim
sey,op.cit.,D
ocum
ent17,p.4（
p.57）.

（
35
）
エ
ヴ
ィ
ア
ン
会
議
に
お
け
る
各
国
政
府
の
態
度
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
は
、
僅
か
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
入
国
を
受
け
入
れ
、

大
規
模
な
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
閉
ざ
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
を
維
持
し
た
。
カ
ナ
ダ
は
、
農
民
の
受
け
入
れ
を
望
ん
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と

ド
イ
ツ
の
都
市
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
助
け
と
な
ら
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
そ
れ
が
人
種
問
題
に
該
当
せ
ず
、
そ
の
問
題
を
持
ち
込
む
こ
と
は

望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
支
援
を
断
っ
た
。
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
代
表
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
商
人
、
行
商
人
及
び
頭
脳
労
働
者
が
望
ま
れ
な
か
っ
た

と
い
う
自
国
の
人
口
統
計
上
の
均
衡
を
乱
す
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
と
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
一
時
的
な
庇
護
の
み
を
申
し
出
た
。
ア
メ

リ
カ
は
、
最
終
的
に
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
の
移
民
に
法
的
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
上
限
一
杯
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
ド

ミ
ニ
カ
共
和
国
の
み
が
10
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
受
け
入
れ
を
申
し
出
た
。」
D
avid
S.W
ym
an,Paper
W
alls:A
m
erica
and
the
Refugee
Crisis

1938-1941（
A
m
herst:U
niversity
ofM
assachusetts
Press（
1968））,p.50.

（
36
）
Estorick,op.cit.

（
37
）
Jam
es
C.H
athaw
ay,T
he
Revolution
of
Refugee
Status
in
InternationalLaw
:
1920-1950,Internationaland
Com
parative

Law
Q
uarterly,V
ol.33（
1984）,pp.370~372.小
澤

藍
、『
難
民
保
護
の
制
度
化
に
向
け
て
』
国
際
書
院
（
二
〇
一
二
年
）、
六
四
～
六
五
頁
。

（
38
）
ロ
シ
ア
難
民
及
び
ア
ル
メ
ニ
ア
難
民
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
六
年
五
月
十
二
日
の
取
極
に
よ
る
。

（
39
）
John
H
ope
Sim
pson,T
he
Refugee
Problem
;ReportofA
Survey（
1939）.pp.227~230.

（
40
）
T
om
m
ie
Sjögberg,T
he
Pow
ers
and
the
Persecuted:T
he
Refugee
Problem
and
the
Intergovernm
ental
Com
m
ittee
on

Refugees（
1991）,pp.41ff.

（
41
）
Sjöberg,op.cit.,pp.127ff.

（
42
）
U
N
RRA
は
、
一
九
四
三
年
一
一
月
九
日
に
連
合
国
四
四
カ
国
の
代
表
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
締
結
し
た
協
定
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

連
合
国
が
解
放
し
た
地
域
の
戦
争
犠
牲
者
に
対
し
て
、
食
糧
、
燃
料
、
衣
服
そ
の
他
の
生
活
必
需
品
、
居
住
施
設
、
医
薬
品
等
を
供
給
し
、
戦
後
に
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予
想
さ
れ
る
飢
餓
と
悪
疫
に
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
暫
定
的
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
高
野
雄
一
『
国
際
組
織
法
［
新
版
］』
三
四

〇
頁
。
な
お
、
U
N
RRA
の
機
能
を
受
け
継
い
だ
の
は
、
世
界
保
健
機
関
（
W
H
O
）
で
あ
る
。

（
43
）
Charles
Gordon,
Stanley
M
ailm
an,
and
Stephen
Y
ale-Loehr,
Im
m
igration
Law
and
Procedure（
2011）
§§
2.02-2.04。

published
in
Stephen
H
.Legom
sky
and
Cristina
M
.Rodriguez,
Im
m
igration
and
Refugee
Law
and
Policy,sixth
edition

（
2015）,pp.12ff.

（
44
）
Im
m
igration
A
ctof1918（
40
Stat.1012）
は
、
一
九
一
八
年
一
〇
月
一
六
日
に
制
定
さ
れ
、
D
illingham
-H
ardw
ick
A
ctと
も
言
わ
れ
る
。

こ
の
法
律
は
、
別
称
、
A
lien
A
narchists
Exclusion
A
ctof1918
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
共
産
主
義
者
、
労
働
組
合
組
織

者
等
を
対
象
と
し
て
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
。


